
令和２年度狭山市決算関係資料

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） １６億３,２２３万９千円

（歳出） １８９億７,３８９万５千円

国(県)
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金(社会
保障財源化

分)

その他 事業名
人件費,事務費等
を除いた事業費

地方消費税
交付金(社会
保障財源化

分)

その他

社会福祉総務費 202,262 74,784 40 127,438

高齢者福祉費 153,421 884 8,667 143,870

障害者福祉費 3,370,789 2,146,206 130,008 501,899 592,676 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 2,626,662 1,989,614 501,899 135,149

児童福祉総務費 3,657,508 2,190,502 313,900 11,495 230,306 911,305 児童手当支給事業費 1,890,017 1,597,695 230,306 62,016

児童保育費 3,311,960 2,301,893 112,854 568,450 328,763
子ども・子育て新制度関連事業費
（子どものための教育・保育給付事業費、地
域子ども・子育て支援事業費）

2,838,047 2,116,527 568,450 153,070

総合子育て支援ｾﾝﾀｰ費 10,723 6,240 4,483

保育所費 312,855 13,351 12,090 287,414

青い実学園費 20,798 224 20,574

生活保護総務費 124,955 1,330 123,625

扶助費 1,823,535 1,399,273 3,391 331,584 89,287 生活保護事業費 1,823,535 1,402,664 331,584 89,287

小　計 12,988,806 8,134,463 313,900 278,769 1,632,239 2,629,435 小　計 9,178,261 7,106,500 1,632,239 439,522

国民年金費 41 35 6

国民健康保険事業費 1,078,649 360,347 718,302

介護保険事業費 1,894,434 89,873 381 1,804,180

小　計 2,973,124 450,255 381 2,522,488 小　計

後期高齢者医療事業費 1,959,978 215,193 78,664 1,666,121

保健衛生総務費 277,948 13,739 4,457 259,752

保健センター費 30,254 30,254

母子健康費 88,691 5,211 3,171 80,309

予防費 655,094 69,069 58,986 527,039

小　計 3,011,965 303,212 145,278 2,563,475 小　計

18,973,895 8,887,930 313,900 424,428 1,632,239 7,715,398 充当先事業費　総計 9,178,261 7,106,500 1,632,239 439,522

　その他社会保障施策・・・社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉）、社会保険（国民健康保険、介護保険、年金）、保健衛生（医療、疾病の予防対策、健康増進対策）

※社会保障経費対象外となる経費は除外しています（公共建築物解体事業費等）

※社会保障４経費・・・年金、医療、介護、子育て

社会保険

保健衛生

総　　計

※財源内訳は「人件費、事務費を除いた事業費」の内訳となります

社会福祉

　消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障４経費及びその他社会保障施策(※)に要する経費(人件
費、事務費を除く）として活用することとされています。
　本市では一般会計の社会保障関連事業費の中で占める割合が大きい、下記４事業の財源として活用しました。

社会保障４経費その他社会保障施策に要する総事業費
（人件費、事務費を除く）

（単位：千円）

区分 款項目
人件費,事務費等
を除いた事業費

財　　源　　内　　訳 　　うち地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　充当先 財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

特定財源

一 般 財 源


